
 

 

海事サイバーリスク特別条項 

 

第１条 

組合は、コンピュータ、コンピュータシステム、コンピュータソフトウェアプログラム、悪質なコ

ード、コンピュータウイルス、又はコンピュータプロセスその他電子システムが危害を加える手段

として使用又は操作されたことによって直接又は間接を問わず生じた損失、損害、責任及び費用を

てん補しない。ただし、本特別条項第３条に該当する場合は、この限りではない。 

 

第２条 

コンピュータ、コンピュータシステム、コンピュータソフトウェアプログラム、又はコンピュータ

プロセスその他電子システムが危害を加える手段として使用又は操作された場合でなければ、それ

らの使用又は操作によって生じた損失、損害、責任及び費用は、組合のてん補除外の事由とはなら

ない。ただし、本特別条項が付帯された保険契約の条件、制限又は除外規定に該当する場合は、こ

の限りではない。 

 

第３条 

本特別条項が、戦争、内戦、革命、反逆、反乱若しくはこれらによって生じた国内紛争、交戦国に

よる若しくは交戦国に対する敵対行為、テロリズム又は政治的な動機に基づいて行動する者によっ

て生じた損失、損害、責任及び費用をてん補の対象とする保険契約に付帯される場合には、本特別

条項第１条は、兵器やミサイルの発射・誘導・点火装置におけるコンピュータ、コンピュータシス

テム、又はコンピュータソフトウェアプログラムその他電子システムの使用によって生じた損失、

損害、責任及び費用に対しては、適用されない。 

 

 

新型コロナウイルス特別条項 

 

第１条 

組合は、次に掲げる損失、損害、責任及び費用をてん補しない。 

 

1 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）又は新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）若しくは

その変異種若しくは変異株（以下、COVID-19、SARS-CoV-2及び変異種若しくは変異株を総

称して「新型コロナウイルス等」という）の伝染若しくは伝染の疑い又は新型コロナウイルス

等のおそれから直接生じた損失、損害、責任及び費用 

2 新型コロナウイルス等の確認、洗浄、無害化、除去、検査又は経過観察をするための責任及び

費用 

3 新型コロナウイルス等又はそのおそれにより生じた収益の損失、用船料の損失、事業中断、市

場喪失、遅延、間接的な経済的損失その他これに準ずる損失から生じた責任、損失及び費用 

 

第２条 

本特別条項が付帯された保険契約のその他の条項の全部又は一部が本特別条項に抵触するときは、

本特別条項が優先して適用される。 


